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八代市乗合タクシー 免許返納者割引適用の流れ 

※ 「八代市乗合タクシー」とは、路線バスが運行していない地域において、路線バスの代替として、八代市と協定を締結したタクシ

ー事業者が運行を行っているものです。通常の乗用タクシーとは異なり、路線バス同様に路線や運行時刻を定めて運行しています。 

※ なお、路線バスを運行している産交バスが，65 歳以上の方を対象に「免許返納者割引」を実施しています。産交バスでの手続きが

必要になりますので、詳しくは「産交バス㈱」（八代営業所：電話 0570-00-5145）へお問い合わせください。 
 

 運転免許証を返納された方を対象に、『八代市乗合タクシー』の運賃を半額割引しています。 

手続きの方法は次のとおりです。 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

                               

            

 

 

             の交付を受け、交付申請書、 

顔写真とともに地域政策課へ提出。       の発行を受ける。 

 

※「運転経歴証明書」発行手続きの詳細は最寄りの警察署又は運転免許センターへお問い合わせください。 

運転経歴証明書※ 

（手数料 1,100 円） 

 

の交付を受ける 

↑乗合タクシー乗車

時に提示すれば運賃

半額適用 

「運転経歴証明書」 

運転免許証と同じ大き

さのカードサイズで、

住所、氏名、生年月日、

運転経歴などが記載さ

れており、身分証明書

としても利用できま

す。 

 

【八代市乗合タクシーの『免許返納者割引』手続き方法】 

申請による運転免許

の取り消し通知書 

←乗合タクシー乗車

時に提示すれば運賃

半額適用 

免許返納者割引 

乗車証 

方法① 

方法② 


